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公布された法令のあらまし 

 

兵庫県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例（条例第33号） 

 政務活動費に対する県民の理解を得るとともに本県議会に対する信頼をさらに高めるため、政務活動費の適

正な使用を確保し、その使途の透明性をより向上させる観点から政務活動費制度の見直しを行う。 
 

条         例 

 

 兵庫県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成26年９月24日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県条例第33号 

   兵庫県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 兵庫県政務活動費の交付に関する条例（平成13年兵庫県条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「及び議員」を削り、同条の次に次の２条を加える。 

（会派及び議員の責務）  

第１条の２ 会派及び議員は、政務活動費が議員の責務及び役割の遂行に必要な調査研究その他の活動に資す

るために交付されるものであることを踏まえ、当該交付の目的に沿って適正に政務活動費を使用するととも

に、その使途を明確にすることにより県民に対する説明責任を果たさなければならない。 

２ 会派は、政務活動費の適正な使用を確保するため、その使用について当該会派に所属する議員を指導監督

しなければならない。 

 （議長の責務） 

第１条の３ 兵庫県議会議長（以下「議長」という。）は、政務活動費制度の適正な運用を期するとともに、そ

の使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 第２条第２項中「会派にあっては別表第１に、議員にあっては別表第２」を「別表」に改める。 

 第３条中「及び議員」を削る。 

 第４条第１項中「500,000円」を「450,000円」に改め、同条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項

を第３項とする。 

 第５条第１項中「及び会派の所属議員」を削り、「、所属議員氏名並びに会派交付月額及び所属議員交付月額」

を「及び所属議員氏名」に、「兵庫県議会議長（以下「議長」という。）」を「議長」に改める。 

第６条第１項中「及び政務活動費の交付を受ける議員」を削り、同条第２項中「若しくは」を「又は」に改

め、「、又は議員の異動が生じたとき」を削る。 

 第７条第１項及び第２項中「及び議員」を削る。 

 第８条第１項中「又は議員」を削り、同条第２項中「増加し、又は議員が当選した」を「増加した」に、「代

表者又は議員」を「代表者」に改め、同項第１号中「又は議員が当選した場合」及び「又は当該議員の任期開

始の日」を削る。 

 第９条第１項中「又は議員」を削り、同項第１号中「又は氏名」を削り、同条第３項を削り、同条第４項中
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「前３項」を「前２項」に改め、「証拠書類」の右に「並びに収入及び支出に係る会計帳簿」を加え、同項を同

条第３項とし、同条の次に次の２条を加える。 

（議長の調査） 

第９条の２ 議長は、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、政務活動費の適正な使用を確保する

ため、必要に応じてその内容の調査を行うものとする。 

 （議長の是正勧告及び命令）   

第９条の３ 議長は、前条の調査の結果、必要があると認めるときは、会派に対し、収支報告書の内容の是正

を勧告することができる。 

２ 前項の規定による勧告を受けた会派が、正当な理由なく当該勧告に応じない場合には、議長は、当該会派

に対し、相当の期間を定めて収支報告書の内容の是正を命ずることができる。 

３ 議長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第12条第１項に規定する兵庫県議会

政務活動費調査等協議会の意見を聴くとともに、当該命令を行おうとする会派に対し、十分な弁明の機会を

与えなければならない。 

４ 議長は、第２項の規定による命令を行ったときは、当該命令の内容を公表するものとする。 

５ 第２項の規定による命令を受けた会派が、当該命令で定めた期間を経過してもなお収支報告書の是正を行

わない場合は、当該収支報告書は、当該命令の内容に従って修正されたものとみなす。 

 第10条第３項を削り、同条第４項中「又は議員」を削り、同項を同条第３項とし、同条第５項中「前各項」

を「前３項」に改め、「又は議員」を削り、同項を同条第４項とする。 

 第12条を次のように改める。 

（兵庫県議会政務活動費調査等協議会） 

第12条 政務活動費の適正な使用に関する事項を調査審議するため、議会に兵庫県議会政務活動費調査等協議

会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、議長の諮問に応じ、次に掲げる事務を調査審議する。 

 (1) 第９条の３第３項に規定する収支報告書の是正命令に係る意見に関すること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、政務活動費の適正な使用に関すること。 

３ 協議会は、委員３人以内で組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、議長が定める。 

附則第２項の前の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項各号列記以外の部分中「第３条」

を「第４条」に、「平成23年」を「平成27年」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項各号を次のよ

うに改める。 

(1) 月の初日に存在する会派に係る政務活動費 150,000円に月の初日における当該会派の所属議員数を乗

じて得た額 

(2) 平成27年６月11日以降最初に招集される議会の初日に存在する会派に係る政務活動費 300,000円に同

日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額 

附則第３項中「第７条第２項」を「第８条第２項」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

別表第１中「会派に交付する政務活動費に係る政務活動に要する経費」を削り、同表調査研究費の項中「会

派」の右に「又は議員」を加え、同表研修費の項１中「会派」の右に「又は議員」を加え、同項２中「所属議

員及び会派」を「議員及び会派又は議員」に改め、同表会議費の項から人件費の項までの規定中「会派」の右

に「又は議員」を加える。 

別表第２を削り、別表第１を別表とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成26年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 知事は、この条例の施行後速やかに、平成26年度分の政務活動費の交付に係る変更の決定を行い、会派の

代表者及び議員に通知するものとする。 

３ この条例の施行の日において改正前の兵庫県政務活動費の交付に関する条例（以下「改正前の条例」とい

う。）第８条の規定により現に平成26年度分の政務活動費の交付を受けている議員に係る政務活動費の当該年

度分の収支報告書の提出及び政務活動費の返還については、改正後の兵庫県政務活動費の交付に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）第９条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合に
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おいて、改正前の条例第９条第４項中「政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し」とあ

るのは、「政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類並びに収入及び支出に係る会計帳簿の写し」

とする。 

４ 改正後の条例第９条の２及び第９条の３の規定は、前項の議員についても、適用する。この場合において、

改正後の条例第９条の２中「前条」とあるのは「兵庫県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条

例（平成26年兵庫県条例第33号）による改正前の兵庫県政務活動費の交付に関する条例第９条」と、改正後

の条例第９条の３中「会派」とあるのは「会派及び議員」とする。 
 

県 議 会 告 示 

 

兵庫県議会告示第１号 

兵庫県政務活動費の交付に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成26年９月24日 

兵庫県議会議長 梶 谷 忠 修  

   兵庫県政務活動費の交付に関する規程の一部を改正する規程 

 兵庫県政務活動費の交付に関する規程（平成13年兵庫県議会告示第４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の見出し中「及び議員」を削る。 

 第４条中「政務活動費の交付を受けようとする会派については会派に係る」及び「により、議員については

議員に係る政務活動費請求書（様式第６号）」を削る。 

 第５条中「政務活動費の交付を受けた会派については様式第７号のとおり、議員については様式第８号」を

「様式第６号」に改める。 

第７条の見出し中「証拠書類等」を「領収書等」に改め、同条中「及び議員」を削り、「会計帳簿を調製しそ

の内訳を明確にするとともに、証拠書類等」を「条例第９条第３項に規定する領収書等の写しの原本」に、「こ

れらの書類を条例第９条」を「同条」に改める。 

 様式第１号中 

「６ 会派交付月額及び所属議員交付月額（１人当たり月額） 

    会派交付月額        円           

    所属議員交付月額      円         」 

を削る。 

 様式第２号中 

「 

異動のあった所属議員氏名 (新たに所属した議員氏名) （所属議員でなくなった議員氏

名） 

会派交付月額及び所属議員交

付月額（１人当たり月額） 

会派交付月額     円 

所属議員交付月額   円 

会派交付月額     円 

所属議員交付月額   円 

」 

を 

「 

異動のあった所属議員氏名 (新たに所属した議員氏名) （所属議員でなくなった議員氏

名） 

」 

に改める。 

 様式第４号を次のように改める。 
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様式第４号（第３条関係） 

 

年  月  日  

兵庫県知事 

          様 

 

                              兵庫県議会議長 

                          印 

 

政務活動費の交付を受けようとする会派について 

 

兵庫県政務活動費の交付に関する条例第６条の規定により、政務活動費の交付を受けようとする会派

について、別紙会派結成（異動、解散）届のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 様式第６号を削り、様式第７号を様式第６号とする。 

 様式第８号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成26年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日において現に平成26年度分の政務活動費の交付を受けている議員に係る収支報告書の

様式については、なお従前の例による。 
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